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平 成 １５ 年 度 事 業 報 告 書 

 

１．概要 

 

［沿革］ 

 昭和１１年 ５月 商工組合中央金庫法公布（６月施行） 

 昭和１１年１０月 設立認可 

 昭和１１年１１月 創立総会開催 

 昭和１１年１２月 設立登記完了、業務開始、本所及び札幌ほか６支所開設 

 昭和６０年 ４月 商工組合中央金庫法改正案衆参両院で可決成立 

 昭和６０年 ５月 商工組合中央金庫法改正法公布（６月施行） 

 

［根拠法］ 

「商工組合中央金庫法」（昭和１１年５月２７日法律第１４号）という特別の法律に

基づいて、昭和１１年１１月、政府が中小企業の組合との共同出資によって設立した

半官半民の金融機関です。 

 

［主務大臣］ 

主務大臣である経済産業大臣及び財務大臣の監督の下におかれています（法第４１

条）。 

 

［目的］ 

中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体に対する

金融の円滑を図るため、必要な業務を営むことを目的としています（法第１条）。 

 

［業務内容］ 

 

①融資業務 

設備資金や長期運転資金をはじめ、手形割引などの短期運転資金まで、中小企業の

方々が事業のために必要とする資金に対して幅広い融資を行っています。 

 また、中小企業の方々の多様化した資金調達ニーズに応えるべく、私募債の受託・

売掛債権流動化等の新しい金融手法にも取組んでいます。 

 

②預金・公金資金業務 

中小企業団体（協同組合など）とその構成員（組合員）をはじめ、これらの役員の

方々、公共団体、非営利法人、金融機関、債券のお取引先などから預金をお預かりし

ています。 
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③債券業務 

中小企業の方々に安定した資金をご提供するため、金融債である商工債券を発行し

て資金を調達しています。 

 

④資金証券業務 

中小企業の方々の資金調達・運用ニーズに的確に対応するため、また当金庫全体の

資金調達・運用を効率的に行うことを目的として、国内外の金融市場でマーケット業

務に積極的に取り組んでいます。 

 
⑤国際業務 

海外コルレス業務を行う唯一の政府系金融機関として、中小企業の方々のため、輸

出入業務、外国送金、海外投資金融、海外現地法人への直接融資などあらゆる海外取

引のお手伝いをしています。 
 
⑥その他 

 ・ 経営情報の提供 
 ・ 中金会・ユース会に対する協力 

 ・ 経済調査活動 など 
 
［定款変更］ 

平成１５年５月２６日の通常総代会の決議に基づいて、山口県徳山市、新南陽市、

熊毛郡熊毛町及び都濃郡鹿野町の合併、組合の出資による資本金の増加、「証券取引法

等の一部を改正する法律」の制定に伴う変更が行われました。 

 
［資本金額及び増減］ 

平成１６年３月３日に組合による出資３０億円の払込みが行われました。 

その結果、年度末の資本金は、政府出資４,０５３億６,７１０万円、組合出資 

１,０８８億９,７９０万円、合計５,１４２億６５百万円となりました。 

 
［所属団体］ 

年度間で７１８組合の所属がありましたが、他方、８１８組合が脱退となりました

ので、１００組合減少し、年度末の所属団体数は ２７,５６３組合となりました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




